
島 根 県 報

� � � � � � �

職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫
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職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与の支給に関する規則（昭和��年島根県人事委員会規則第�号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項に次のただし書を加える。

ただし、特別の事情により同表に定めのない職に給料の調整を行う場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得て、別

段の取扱いをすることができる。

第�条第	項中「調整基本額」の次に「（その額が給料月額の�

分の��を超えるときは、給料月額の�

分の��に相

当する額とし、その額に�円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）」を、「）を乗じて得た額」

の次に「とし、その額に�円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。」を加える。

第�条の�第�項第�号から第�号までを次のように改める。

� 前	号に掲げる職以外の職で条例第�条の	第�項の人事委員会規則で定める地域以外の地域に所在する公署に置

かれるもの又は条例第�条の	の規定による地域手当の級地が�級地若しくは�級地とされる地域に所在する公署に

置かれる職

� 条例第�条の	の規定による地域手当の級地が�級地とされる地域に所在する公署に置かれる職

� 条例第�条の	の規定による地域手当の級地が�級地、	級地又は�級地とされる地域に所在する公署に置かれる

職

第��条の�の見出しを「（地域手当）」に改め、同条第	項を次のように改める。

号外第��号 平成��年�月��日 (�)

� �

����

職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則 �

給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則 �

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 �

最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則 ��

職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則 ��

県立学校の教育職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 ��

最高号給を超える給料月額を受ける教育職員の給料の切替えに関する規則 �

県立学校の教育職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則 �

職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 ��

����

級別職務分類に関する細則の一部を改正する細則 ��

����������������������������������������������������
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� 条例第�条の�第�項の地域手当の級地は、別表第�に定めるとおりとする。

第��条の�第�項から第�項までを削り、同条第�項中「調整手当」を「地域手当」に改め、同項を同条第�項とす

る。

第��条の�第�項、第�	条の�及び第�	条の�
の�第�項中「所属長」の次に「又は任命権者が別に定める者」を加え

る。

第�
条の�第�号中「及び第�号」を「、第�号及び第�号」に改め、同条第�号中「第�条第�項第�号」を「第�

条第�項第�号」に改め、同条第�号中「第�条第�項第�号」を「第�条第�項第�号」に改める。

第�
条の�第�項第�号中「第�条第�項第�号」を「第�条第�項第�号」に改める。

第�条の�の�第�号中「��級又は��級」を「�級又は�級」に改め、同条第�号中「��級」を「�級」に改める。

第�条の�第�項中「第�
条の�第�項」を「第�
条の�第�項」に、「�級」を「�級」に改める。

第�条の�第�項、第�条の�、第�条の�及び第�条の��中「第�
条の�第�項」を「第�
条の�第�項」に改め

る。

第��条第�項中「第�
条の�第�項」を「第�
条の�第�項」に改め、同条第�項第�号中「���分の��
」を「���分

の��
」に、「���分の��
」を「���分の��
」に改める。

別表第�中央病院の項職員の欄中「言語療法士」を「言語聴覚士」に改め、同表身体障害者授産センターの項中

る。

別表第�を次のように改める。

����（第�条関係）

給 料 の 調 整 額 の 調 整 基 本 額 表

ア 行政職給料表

イ 公安職給料表

号外第	�号 平成��年�月��日(	)

「

」

を

身体障害

者授産セ

ンター

� 事務職員及び技術職員（看

護師を除く。）

��


� 看護師 ��


「

」

に改め、同表さざなみ学園の項及びこくぶ学園の項を削
障害者福

祉課

施設運営スタッフ ���

職務の級 調 整 基 本 額

�級 �
��円

�級 ��
��円

�級 ����円

�級 ���	��円

�級 �����円

�級 ���	��円

�級 �	����円

�級 �	����円

�級 ������円

職務の級 調 整 基 本 額

�級 �����円
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ウ 医療職給料表�

エ 医療職給料表�

別表第�知事の事務部局の部職名の欄中「県立大学事務局長」を削り、「総務事務所長（浜田総務事務所に限る。）」

号外第��号 平成��年�月��日 (�)

�級 ���		円

�級 
��		円

�級 �	�		円

�級 ����		円

�級 ���		円

�級 ���			円

�級 ����		円

�級 ����		円

職務の級 調 整 基 本 額

�級 ��		円

�級 ��			円

�級 
��		円

�級 
��		円

�級 �	��		円

�級 ����		円

�級 ����		円

職務の級 調 整 基 本 額

�級 ��			円

�級 
��		円

�級 
��		円

�級 �	�			円

�級 �	��		円

�級 ���		円

�級 ���		円

を「県民センター所長（西部県民センターに限る。）」に、「同 参事」を
「同 参事

医療統括監」
に、「出納局長」を

「出納局長

県立大学事務局長」
に、
「支庁局長（水産局及び空港建設局を除く。）

総務事務所長（浜田総務事務所を除く。） 」
を

「支庁局長（水産局を除く。）

県民センター所長（東部県民センターに限る。）

総合調整監 」

に、「土木建築事務所長」を「県土整備事務所長」に、

「本庁室長（課に置かれた室を除く。）

本庁副参事 」
を「同 管理監」に、

「児童相談所長（中央児童相談所に限る。）

身体障害者授産センター所長

さざなみ学園長

こくぶ学園長 」

を「児童

相談所長（中央児童相談所に限る。）」に、
「水産試験場長

土木事業所長」
を
「水産技術センター所長

県土整備事務所事業所長」
に、
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「土木建築事務所部長」を「県土整備事務所部長」に、「防災空港管理所長」を「防災航空管理所長」に、「医療専門

規則（平成��年島根県規則第��号）第��条第�項又は第��条第�項の規定に基づき置かれる主査」を「職員及び職員の職

の設置に関する規則（昭和��年島根県規則第��号）第	条の規定に基づき置かれる調整監」に改め、同表県議会の事務部

局の部職名の欄中「事務局主査」を「事務局調整監」に改め、同表教育委員会の部職名の欄中「教育監」を

に改め、同表人事委員会の事務部局の部、同表監査委員の事務部局の部及び労働委員会の事務部局の部中「事務局主査」

を「事務局調整監」に改める。

別表第
を次のように改める。

����

備考 この表に掲げる都府県、支給地域及び級地（以下「支給地域等」という。）以外の支給地域等については、人事

号外第��号 平成��年�月��日(�)

「本庁室長（課に置かれた室に限る。）

本庁センター長

統括工事検査監 」

を

「本庁室長

同 センター長

統括工事検査監

上席調整監 」

に、

「支庁局長（水産局及び空港建設局に限る。）

支庁部長

総務事務所部長 」

を

「支庁局長（水産局に限る。）

同 部長

県民センター部長

同 事務所長 」

に、

「農林振興センター部長

農業技術センター部長

しまねの味開発指導センター所長」

を

「農林振興センター部長

同 事務所長

農業技術センター部長 」

に、

「中海干拓営農センター所長

花振興センター所長

家畜衛生研究所長

種畜センター所長

水産事務所長

内水面水産試験場長

栽培漁業センター所長 」

を

「畜産技術センター育種改良部長

水産事務所長

水産技術センター内水面浅海部長

同 栽培漁業部長 」

に改め、「浜田商工労政事務所長」を削り、

監」を「医療調整監」に、
「県立大学留学生センター長

総務事務所大田分室長 」
を
「特別徴収監

県立大学留学生センター長」
に、「耕地事業所長」を「女

性相談センター西部分室長」に、
「畜産技術センター部長

水産試験場部長 」
を

「畜産技術センター生産技術部長

水産技術センター総合調整部長

同 漁業生産部長」

に、「島根県行政組織

「教育監

古代出雲歴史博物館長」
に、
「本庁室長（課に置かれた室を除く。）

本庁センター長 」
を「同 室長（課に置かれた室を除く。）」

に、「教育センター部長」を

「同 センター長

上席調整監

教育センター部長

古代出雲歴史博物館部長」

に、
「本庁主査

教育事務所主査」
を「調整監」に、「�級」を「級」

都府県 支給地域 級地

東京都 特別区 �級地

大阪府 大阪市 �級地

広島県 広島市 	級地
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院規則�－��（地域手当）の例によるものとし、当該例によることとされる支給地域等がこの表に掲げられている

ものとみなす。

別表第�中
「隠岐支庁農林局農業普及部島前地域振興グループ

隠岐支庁農林局西ノ島地区駐在所 」
を

「隠岐支庁農林局農政・普及部島前地域振興グループ

隠岐支庁農林局（島前担当に限る。） 」
に、
「隠岐支庁土木建築局島前事業部

栽培漁業センター 」
を

「隠岐支庁県土整備局島前事業部

水産技術センター栽培漁業部 」
に、

ダム管理所」を「浜田県土整備事務所維持管理部八戸ダム管理所」に改める。

別表第�行政職給料表の項職員の欄中「��級及び��級」を「�級及び�級」に、「�級及び�級」を「�級及び�級」

に、「�級及び�級」を「	級及び
級」に、「	級及び
級」を「�級」に改め、公安職給料表の項職員の欄中「��

級」を「�級」に、「�級及び�級」を「�級及び�級」に、「�級及び�級」を「�級及び	級」に改め、「	級及

び」を削り、「並びに」を「及び」に改め、医療職給料表�の項中

� �

（施行期日）

� この規則は、平成�年
月�日から施行する。

（給料の調整額に関する経過措置）

� 職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号。以下「条例」という。）第�条の規定により給料の調整を行

う職を占める職員（次項において「給料の調整額適用職員」という。）のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基

準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則（以下「改正後の規則」

という。）第�条第�項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応

じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額（地方公務員法（昭和��年法律第���

号）第�条の	第�項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その額に職員の勤務時間に関する条例（昭

和��年島根県条例第�号）第�条第�項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第�項に規定する勤務時間で

除して得た数を乗じて得た額）（その額に�円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を給料の調整額と

して支給する。

� 平成�年
月�日から平成��年�月��日まで ���分の���

� 平成��年
月�日から平成��年�月��日まで ���分の��

� 平成��年
月�日から平成��年�月��日まで ���分の��

� 平成��年
月�日から平成��年�月��日まで ���分の��

� 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

� この規則の施行の日（以下この項において「施行日」という。）の前日から引き続き給料の調整額適用職員（第�

号外第�号 平成�年�月��日 (�)

「

」
を隠岐郡隠岐の島町岬町 隠岐支庁土木建築局維持管理部隠岐空港管理所

「

」

に、「浜田土木建築事務所維持管理部八戸
隠岐郡隠岐の島町岬町

隠岐郡隠岐の島町港町

隠岐支庁県土整備局維持管理部隠岐空港管理所

東部県民センター税務部隠岐税務グループ

「

」
を職務の級
級の職員 ���分の	

「

」

に改める。

職務の級
級の職員及び�級の職

員（人事委員会が定める職員に限

る。）

���分の	（職務の級
級の職員の

うち人事委員会が別に定める職員に

あっては���分の��）
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号に該当する職員を除く。）である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

� 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員（次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適

用を受けることとなった職員を除く。） 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に職員の

給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成��年島根県条例第��号。以下「改正条例」という。）第�条の規定

による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用される

こととなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の職員の給与の支給に関する規則（次号に

おいて「改正前の規則」という。）第�条第�項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整

基本額

� 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員（施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなっ

た職員を除く。） 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合（次に掲げる場合に該当することと

なった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員と

なり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合）に同日にその者に適用されることとなる給料表、

職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第�条第�項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることと

なる調整基本額。ただし、施行日以後に職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則（平成��年島根県人事委員

会規則第�号。以下「切替規則」という。）第	条第
号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人

事委員会の定める額

ア 給料表の適用を異にする異動をした場合

イ 切替規則第	条各号に掲げる場合に該当することとなった職員

� 施行日以後に、国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者（職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第

��条の適用を受ける者を除く。）その他人事委員会がこれらに準ずると認める者から人事交流等により新たに給料表

の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前

�号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

（地域手当に関する経過措置）

	 改正条例第�条の規定による改正前の条例第条の�第�項の地域とされていた地域のうち別表第
に掲げられてい

ないものは、当分の間、条例第条の�第�項の人事委員会規則で定める地域とし、当該地域に係る同条第�項の地域

手当の級地は、次の表に定めるとおりとする。


 平成��年�月��日までの間における条例第条の�第�項各号の人事委員会規則で定める割合は、次の表のとおりと

する。

� 平成��年�月��日までの間における条例第条の�の人事委員会規則で定める割合は、���分の��とする。

� 北九州市に在勤する職員に対する平成��年�月��日までの間における支給割合については、附則第	項及び第
項の

規定にかかわらず、���分の	とする。

（読替規定）

� 改正条例附則第�項から第��項までの規定による給料を支給される職員に関する職員の給与の支給に関する規則（昭

和��年島根県人事委員会規則第�号）第�条の�第�項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給

号外第��号 平成��年�月��日(�)

県 暫定支給地域 級 地

福岡県 北九州市 �級地

支給割合 支 給 地 域

���分の�� 東京都のうち特別区

���分の�� 大阪府のうち大阪市

���分の	 広島県のうち広島市

���分の� 福岡県のうち北九州市
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料月額と改正条例附則第�項から第��項までの規定による給料の額との合計額」とする。

（雑則）

� 附則第�項から第�項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月	�日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

��������	
��

給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則

給料表の適用範囲に関する規則（昭和	
年島根県人事委員会規則第�号）の一部を次のように改正する。

第�条各号列記以外の部分中「試験場」を「技術センター」に改め、同条中第�号を削り、第�号を第�号とし、第

号の次に次の�号を加える。

� 農畜産振興課

第�条第�号を次のように改める。

� 水産技術センター

第�条中第�号から第��号までを削り、第�
号を第�号とし、第�	号から第��号までを�号ずつ繰り上げる。

第�条第�号中「視能訓練士」の次に「、言語聴覚士」を加え、同条第号中「、身体障害者授産センター、知的障害

児施設」を削る。

第�条中「総務部職員課」を「総務部人事課」に改め、「、身体障害者授産センター、知的障害児施設」を削る。

� 


この規則は、平成��年月�日から施行する。

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月	�日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

��������	
��

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和	
年島根県人事委員会規則第�号）の一部を次のように改正す

る。

第�条中第�号を削り、第�号を第�号とし、第号を第�号とし、第�号を削り、第�号を第号とし、第�号から

第��号までを�号ずつ繰り上げる。

第�条第�号ア中「�級、�級、��級及び��級」を「�級、�級、�級及び�級」に改め、同号イ中「�級、�級及び

��級」を「�級、�級及び�級」に改める。

第��条第�項中「給料月額」を「号給」に、「号給を基準として」を「号給を基礎として」に、「第

条第�項第�号

から第�号まで若しくは第�項第�号から第�号まで又は第
	条第�項第�号若しくは第�項」を「第

条第�項又は第


	条第�項」に改め、同条第�項中「給料月額」を「号給」に改める。

第�	条中「の数」の次に「にを乗じて得た数」を加える。

第��条第�項中「切り捨てる。）」の次に「にを乗じて得た数」を、「号数とする号給」の次に「（経験年数を考慮

し人事委員会の定める者にあっては、当該号給の数に�を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数

とする号給）」を加える。

第��条から第��条まで及び第��条中「給料月額」を「号給」に改める。

号外第
�号 平成��年�月	�日 (�)
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第��条の見出し中「給料月額」を「号給」に改め、同条第�項を次のように改める。

職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に

受けていた号給に対応する別表第��から別表第��までに定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とす

る。

第��条第�項を削り、同条第�項中「前�項」を「前項」に改め、同項を同条第�項とし、同条第�項を削り、同条第

	項中「前各項」を「前�項」に、「給料月額」を「号給」に改め、同項を同条第�項とし、同項の次に次の�項を加え

る。

� 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前�項の規定にかかわらず、人事委員会

の定める号給とする。

第��条第
項を削る。

第��条の見出し中「給料月額」を「号給」に改め、同条第�項を次のように改める。

職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給（同じ額の号給

がないときは、直近下位の額の号給）とする。

第��条第�項中「による職員の給料月額が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは」を「により職

員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には」に、「給料月額を」を「号給を」に改める。

第��条第�項中「給料月額」を「号給」に改め、同項第�号中「昭和��年�月�日（以下「適用日」という。）以降に

新たに職員となった者（次号に規定する者を除く。）」を「次号に掲げる職員以外の職員」に、「時」を「とき」に、

「基準」を「基礎」に改め、同項第�号中「適用日の前日から引き続き在職する職員及び適用日以降に」を「その初任給

の決定に当たり」に改める。

第��条第�項中「給料月額」を「号給」に改める。

第��条を次のように改める。

���� 削除

第��条の�から第��条の�までを削る。

第�条から第��条までを次のように改める。

（昇給日等）

���� 条例第�条第	項に規定する人事委員会規則で定める日は、第��条に定めるものを除き、毎年�月�日（以下

「昇給日」という。）とし、同項に規定する人事委員会規則で定める期間は、昇給日前�年間とする。

（勤務成績の証明）

���� 条例第�条第	項の規定による昇給（第��条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。）は、

当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この

場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

（昇給区分及び昇給の号給数）

���� 職員を条例第�条第	項の規定により昇給させる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給

の区分（以下この条において「昇給区分」という。）に応じて別表第��に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

この場合において、昇給区分をＥに決定された職員は、昇給しない。

� 職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当する

かに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第�号又は第	号に掲げる職員に該

当するか否かの判断は、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

� 勤務成績が極めて良好である職員 Ａ

� 勤務成績が特に良好である職員 Ｂ

� 勤務成績が良好である職員 Ｃ

� 勤務成績がやや良好でない職員 Ｄ

� 勤務成績が良好でない職員 Ｅ

号外第��号 平成��年�月��日(�)
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� 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

� 人事委員会の定める事由以外の事由によって昇給日前�年間（当該期間の中途において新たに職員となった者に

あっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。）の�分の�に

相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員（前項第�号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。）

Ｄ

� 人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間の�分の�に相当する期間の日数以上の日数を勤務していな

い職員 Ｅ

� 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がＤ又はＥとなる職員について、その者の勤務成績

を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかか

わらず、あらかじめ人事委員会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分（Ａ及びＢの昇給区分を除く。）に決定

することができる。

� 各任命権者において、前�項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるＡ又はＢの昇給区分に決定する職

員の数の割合は、人事委員会の定める割合に概ね合致していなければならない。

� 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第��条第�項若しくは第�	条の規定により号給を決定された職

員の昇給の号給数は、第�項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員と

なった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数（�月未満の端数があるときは、これを�月とす

る。）を
�月で除した数を乗じて得た数（�未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）に相当する号給数とす

る。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

� 初任給の決定その他の事情を考慮し、部内の他の職員との均衡上特段の措置が必要と認められる職員の昇給の号給数

は、第�項又は前項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第�項又は前項の規定による号給数

に、その事情に応じて人事委員会が認める号給数を加えて得た号給数とすることができる。

� 第�項、第�項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当

該昇給日の前日にその者が受けていた号給（当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第�条第�項若しくは第

��条第�項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給）の号数を減じて得た数に相当する号給数を超え

ることとなる職員の昇給の号給数は、第�項、第�項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

� 一の昇給日において、第�項の規定により昇給区分をＡ又はＢに決定する職員の昇給の号給数及び第�項の規定によ

り加える号給数（人事委員会が定めるものに限る。）の合計は、各任命権者の職員の定員、第�項の人事委員会の定め

る割合等を考慮して各任命権者ごとに人事委員会の定める号給数を超えてはならない。ただし、これにより難い場合

で、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。

（昇給号給数の抑制に係る年齢の特例）

���� 条例第�条第�項に規定する��歳（医療職給料表�の適用を受ける職員にあっては�	歳）以上の職員で人事委員

会規則で定めるものは、当該年齢に達した日の翌日以後の最初の�月�日以後に在職する職員とする。

（研修、表彰等による昇給）

���� 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会の定めるところにより、あら

かじめ人事委員会の承認を得て、当該各号に定める日に、条例第�条第�項の規定による昇給をさせることができる。

� あらかじめ人事委員会の承認を得た職員研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績の認定後速やかな時期

� 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があり、人事委員会の承認した表彰を受けた場合

表彰を受けた後速やかな時期

� 公務（外国機関等派遣職員及び公益法人等派遣職員の派遣先の業務を含む。）のため死亡し、又は重度障害を有す

ることとなった場合 死亡し、又は重度障害を有することとなった日

（最高号給を受ける職員についての適用除外）

���� 第�	条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

��������	�
� 削除

号外第��号 平成
�年�月�
日 (�)
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第��条の�の見出し中「号給等」を「号給」に改め、同条中「専従許可」を「地方公務員法（昭和��年法律第���号。

以下「法」という。）第��条の�第�項ただし書に規定する許可（以下この条において「専従許可」という。）」に、

「、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、次の各号の定めるところにより、その者の給料月額」を「、休

職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間（以下「休職等の期間」という。）を別表第��の休職期間等調整

換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに

至った日（以下「復職等の日｣という。）及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の

定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給」に改め、同条第�号から第	号までを削る。

第��条の
第�項中「給料月額」を「号給」に改め、「（昇給期間の短縮を含む。）」を削り、「むかって」を「向

かって」に改め、同条第�項中「給料月額」を「号給」に改め、「（昇給期間の短縮を含む。）」を削る。

別表第�を次のように改める。

����（第
条関係）

行政職給料表級別職務分類基準表

別表第�を次のように改める。

����（第
条関係）

公安職給料表級別職務分類基準表

号外第��号 平成��年
月��日(��)

職務の級 職 務 の 分 類 基 準

�級 定型的な業務を行う主事又は技師の職務

�級 主任主事又は主任技師の職務


級 主任の職務

	級 企画員の職務

級

� 本庁のグループリーダーの職務

� 地方機関の課長の職務


 企画幹の職務

�級

� 本庁の課長の職務

� 地方機関の長の職務


 調整監の職務

�級 困難な業務を所掌する本庁の課長の職務

�級

� 本庁の次長の職務

� 困難な業務を所掌する地方機関の長の職務


 参事の職務

�級

� 理事の職務

� 本庁の部長の職務


 特に困難な業務を所掌する地方機関の長の職務

	 技監の職務

職務の級 職 務 の 分 類 基 準

�級
� 係員の職務

� 初任科生の職務

�級 高度な知識又は経験を必要とする係員の職務


級 主任の職務

	級
� 係長の職務

� 専務員の職務
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別表第�の�級の項中「高度の知識又は経験を必要とする主任研究員」を「専門研究員」に改め、同表�級の項中

別表第�の�級の項中「主幹」を「企画員」に改める。

別表第�中

号外第��号 平成��年�月	�日 (��)

�級


 警察本部の課の次長の職務又は課長補佐の職務

� 警察署の次長又は課長の職務

� 専務官の職務

� 専務指導員の職務

�級


 困難な業務を所掌する警察本部の課の次長又は課長補佐の職務

� 困難な業務を所掌する警察署の次長又は課長の職務

� 専務指導官の職務

�級


 警察本部の課長の職務

� 警察署の長の職務

� 監察官の職務

� 警察本部の課の調整官の職務

� 警察署の調整官の職務

�級

 警察本部の部長の職務

� 困難な業務を所掌する警察署の長の職務

級

 困難な業務を所掌する警察本部の部長の職務

� 特に困難な業務を所掌する警察署の長の職務

「

」

を


 試験研究機関の長の職務

� 高度の知識又は経験を必要とする科長の職務

� 特別研究員の職務

「

」

に改める。

 試験研究機関の長の職務

� 試験研究機関の部長の職務

「

」

を


 高度の技術又は経験を必要とする保健師等の職務

� 特に高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務


 看護師長の職務

� 主任保健師等の職務

� 准看護師主任の職務


 高度の技術又は経験を必要とする看護師長の職務

� 地方機関の課長の職務

� 主幹の職務

� 高度の技術又は経験を必要とする主任保健師等の職務

「

に改める。


 主任保健師等の職務

� 准看護師主任の職務

� 高度の技術又は経験を必要とする保健師等の職務

� 特に高度の技術又は経験を必要とする准看護師の職務


 企画員の職務



島 根 県 報

別表第�の備考以外の部分を次のように改める。

別表第�の備考�中「�級」を「�級」に改める。

別表第�の備考以外の部分を次のように改める。

����

公 安 職 給 料 表 級 別 資 格 基 準 表

別表第��の備考以外の部分を次のように改める。

�����

海 事 職 給 料 表 級 別 資 格 基 準 表

号外第��号 平成��年�月	�日(��)

」

� 高度の技術又は経験を必要とする主任保健師等の職務

� 高度の技術又は経験を必要とする准看護師主任の職務


 看護師長の職務

� 地方機関の課長の職務

����

行 政 職 給 料 表 級 別 資 格 基 準 表

試 験
職務の級

学歴免許

級 �級 �級 �級 �級

正
規
の
試
験

大学卒業程度 大 学 卒
� � � �

 � � �� �	

短大卒業程度 短 大 卒
��� � � �

 � �� �� ��

高校卒業程度 高 校 卒
� � � �

 � �� �� ��

そ の 他 中 学 卒
� � � �

� �� �� �� ��

試 験
職務の級

学歴免許

級 �級 �級 �級 �級 �級

正
規
の
試
験

大学卒業程度 大 学 卒
� � �

 � �� �	

短大卒業程度 短 大 卒
��� � � �

 ��� � �� ��

高校卒業程度 高 校 卒
� � � � �

 � � �� �� ��

そ の 他 中 学 卒
� � � � �

� � � �� �� ��

職 種 職務の級

学歴免許

級 �級 �級 �級

船舶の種類 職 名

船 長
大学卒

� �

 � �



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日 (��)

中型船舶（一種）

機 関 長
短大卒

� �

� 	 ��


 等 航 海 士


 等 機 関 士

通 信 長

大学卒
�

別に定める

� �

短大卒
��� �

 ��� �

高校卒
� �

� � �

� 等 航 海 士

� 等 機 関 士

船 舶 通 信 士

大学卒

別に定める 別に定める

�

短大卒
���

� ���

高校卒
�

� �

各 長 中学卒 別に定める 別に定める



中型船舶（二種）

船 長

機 関 長

大学卒
�

別に定める
� �

短大卒
�

� 	


 等 航 海 士


 等 機 関 士

通 信 長

大学卒

別に定める 別に定める

�

短大卒
���

� ���

高校卒
�

� �

航 海 士

機 関 士

船 舶 通 信 士

大学卒

別に定める 別に定める

�

短大卒
���

� ���

高校卒
�

� �

各 長 中学卒 別に定める 別に定める



小 型 船 舶

中型船舶（一種）

中型船舶（二種）

船 長

機 関 長
中学卒

�
別に定める 別に定める

� ��

各 員 中学卒 別に定める 別に定める
�

小 型 船 舶

各 長 中学卒 別に定める 別に定める
�

各 員 中学卒 別に定める 別に定める
�



島 根 県 報

別表第��の備考以外の部分を次のように改める。

�����

研 究 職 給 料 表 級 別 資 格 基 準 表

別表第��の備考以外の部分を次のように改める。

�����

医 療 職 給 料 表 � 級 別 資 格 基 準 表

別表第��の備考以外の部分を次のように改める。

�����

医 療 職 給 料 表 � 級 別 資 格 基 準 表

号外第��号 平成��年�月��日(��)

試 験
職務の級

学歴免許
�級 �級 �級

正
大学卒業程度 大 学 卒

	

規
の
試
験

短大卒業程度 短 大 卒
�
�

別に定める
	 �
�

高校卒業程度 高 校 卒
�

	 �

そ の 他 中 学 卒


� �

職 種
職務の級

学歴免許
�級 �級

医 師

歯 科 医 師
大 学  卒

�

	 �

職 種
職務の級

学歴免許
�級 �級 �級 �級 �級

薬 剤 師

獣 医 師

大 学 卒
� �

	 � �

短 大 卒
�
� � �

	 �
� � ��

診療放射線技師

大 学 卒
� �

	 � �

短 大 � 卒
� � �

	 �  �

診療エックス線技

師
短 大 卒

�
� � �

	 �
� � ��

臨 床 検 査 技 師

大 学 卒
� �

	 � �

短 大 � 卒
� � �

	 �  �



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日 (��)

診療エックス線技

師
短 大 卒

��� � �

別に定める

	 ��� 
 ��

臨 床 検 査 技 師

大 学 卒
� �

	 � 


短 大 � 卒
� � �

	 � � 

栄 養 士

学 校 栄 養 士

大 学 卒
� �

	 � 


短 大 卒
��� � �

	 ��� 
 ��

衛 生 検 査 技 師

大 学 卒
� �

	 � 


短 大 卒
��� � �

	 ��� 
 ��

臨 床 工 学 技 士

大 学 卒
� �

	 � 


短 大 � 卒
� � �

	 � � 

理 学 療 法 士

作 業 療 法 士

大 学 卒
� �

	 � �

短 大 � 卒
� � �

	 � � �

視 能 訓 練 士

大 学 卒
� �

	 � 


短 大 � 卒
� � �

	 � � 

言 語 聴 覚 士

大 学 卒
� �

	 � 


短 大 � 卒
� � �

	 � � 

義 肢 装 具 士 短 大 � 卒
� � �

	 � � 

歯 科 衛 生 士

短 大 卒
��� �

別に定める

	 ��� 


高校専攻科卒
� �

	 � 

歯 科 技 工 士

短 大 卒
��� �

	 ��� 


高 校 卒
� �

	 � ��

あん摩マッサージ

指圧師
短 大 � 卒

� �

	 � �



島 根 県 報

別表第��の備考中「視能訓練士」の次に「､ 言語聴覚士」を加える。

別表第��の備考以外の部分を次のように改める。

別表第��の備考�中「�年」を「�年」に改める。

から第��号までを�号づつ繰り上げ、同表備考�中「�級�号給」を「�級�号給」に、「�級	号給」を「�級�号

給」に改める。

号外第
�号 平成��年	月��日(��)

は り 師

き ゅ う 師

柔 道 整 復 師

短 大 � 卒

� �

� 
� �

高 校 卒
� �

� � ��

そ の 他

短 大 卒

別に定める 別に定める

�

高 校 卒
�

中 学 卒
�

�����

医 療 職 給 料 表 � 級 別 資 格 基 準 表

職 種
職務の級

学歴免許
�級 �級 	級 �級 �級

保 健 師

助 産 師

看 護 師

大 学 卒
�

別に定める 別に定める
� �

短 大 卒
�

� �

准 看 護 師
准看護師養成所

卒
別に定める 別に定める 別に定める 別に定める

�

「 「

別表第��中 を に改め、同表備考�第�号を削り、第�号を第�号とし、第�号

」 」

�級�号給 �級
�号給

�級�号給 �級��号給

�級	号給 �級�号給

�級�号給 �級
�号給

�級�号給 �級�号給

�級	号給 �級�号給

�級�号給 �級�号給

�級�号給 �級�号給

「 「

別表第��中 を に改める。

」 」

	級�号給 	級�号給

�級	号給 �級�号給

�級	号給 �級�号給

「 「
�級�号給 �級�号給

�級�号給 �級
�号給



島 根 県 報

級�号給」を「�級�号給」に改める。

号外第��号 平成��年�月��日 (��)

別表第�	中 を に改める。

」 」

�級
号給 �級��号給

�級�号給 �級�号給

�級�号給 �級�号給

�級�号給 �級�号給

「 「

別表第��中 を に改め、同表備考�中「�級号給」を「�級�号給」に、「�

」 」

級号給 級�号給

�級�号給 �級��号給

�級�号給 �級�号給

�級号給 �級�号給

「 「

別表第��中 を に改める。

」 」

�級�	号給 �級��号給

�級�号給 �級�号給

「 「

別表第��中 を に改める。

」 」

級号給 級�号給

級�号給 級��号給

級号給 級�号給

級号給 級�号給

�級
号給 �級��号給

�級�号給 �級��号給

級号給 級�号給

�級
号給 �級��号給

級号給 級�号給

�級�号給 �級��号給

級号給 級�号給

�級�号給 �級��号給

級号給 級�号給

�級
号給 �級��号給

級号給 級�号給

�級
号給 �級��号給

級号給 級�号給

�級
号給 �級��号給

�級
号給 �級��号給

�級�号給 �級��号給

�級�号給 �級�号給

�級�号給 �級��号給

�級号給 �級�号給

�級
号給 �級��号給

�級�号給 �級��号給

�級号給 �級�号給

�級�号給 �級��号給

�級号給 �級�号給



島 根 県 報

級�号給」を「�級�号給」に改める。

別表第��を次のように改める。

�����（第��条関係）

行 政 職 給 料 表 昇 格 時 号 給 対 応 表

号外第��号 平成��年�月	�日(��)

「

別表第�	中 を

」

視 能 訓 練 士
大 学 卒 �級
号給

短 大 � 卒 
級��号給

「

に改める。

」

視 能 訓 練 士
大 学 卒 �級
号給

短 大 � 卒 
級��号給

言 語 聴 覚 士
大 学 卒 �級
号給

短 大 � 卒 
級��号給

「 「

別表第��中 を に改め、同表備考�中「�級号給」を「�級�	号給」に、「�

」 」

�級�号給 �級�号給

�級�号給 �級号給

�級�号給 �級号給

�級�号給 �級
号給


級�号給 
級
号給

昇格した日の前日に受け

ていた号給

昇 格 後 の 号 給

�級 �級 �級 級 �級 �級 �級 �級


 
 
 
 
 
 
 
 


� 
 
 
 
 
 
 
 


� 
 
 
 
 
 
 
 


� 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


� 
 
 
 
 
 
 
 


� 
 
 
 
 
 
 
 


� 
 
 
 
 
 
 
 


� 
 
 
 
 
 
 
 


�� 
 
 
 � � 
 
 


�� 
 
 
 � � 
 
 


�� 
 
 
 � � 
 
 


�	 
 
 
   
 
 


�� 
 
 
 � � � � 


�� 
 
 
 � � � � 


�� 
 
 
 � � � � 


�� 
 
 
 � �   


�� 
 � � �� �� � � �

�� 
 � � �� �� � � �

�� 
 � � �� �� � � �

�� 
   �	 �	 � � 

�� 
 � � �� �� �� �� �



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日 (��)

�� � � � �	 �	 �� �� �

�
 � � � �� �� �� �� �

�	 �   �� �� �� �� 

�� � �� �� �� �� �
 �
 ��

�� � �� �� �� �� �	 �	 ��

�� � �� �� �� �� �� �� ��

�� � �� �� �� �� �� �� ��

�� � �
 �
 �� �� �� �� ��

�� � �	 �	 �� �� �� �� ��

�� � �� �� �
 �
 �� �� ��

�� � �� �� �	 �	 �� �� �


�
 � �� �� �� �� �� �� �


�	 � �� �� �� �� �� �� �


�� � �� �� �� �� �� �
 �


�� � �� �� �� �� �� �	 �	

�� � �� �� �� �� �� �	 �	

�� � �� �� �� �� �
 �� �	


� � �
 �
 �� �� �
 �� �	


�  �	 �	 �� �� �	 �� ��


� �� �� �� �
 �
 �	 �� ��


� �� �� �� �	 �	 �� �� ��



 �� �� �� �� �� �� �� ��


	 �� �� �� �� �� �� �� ��


� �
 �� �� �� �� �� ��


� �	 �� �� �� �� �� ��


� �� �� �� 
� 
� �� ��


� �� �� �� 
� 
� �� ��

	� �� �
 �
 
� 
� �� ��

	� �� �	 �	 
� 
� �� ��

	� �� �� �� 

 
� �� ��

	� �� �� �� 
	 
� �� ��

	
 �� �� �� 
� 
� �� ��

		 �� �� �� 
� 

 �� �


	� �
 
� 
� 
� 

 �� �


	� �	 
� 
� 
� 
	 �� �	

	� �	 
� 
� 	� 
	 �� �	

	� �� 
� 
� 	� 
� �� ��

�� �� 
� 

 	� 
� �� ��

�� �� 
� 
	 	� 
� �� ��

�� �� 
� 
	 	
 
� ��

�� �� 

 
	 		 
� �


�
 �� 

 
� 	� 
� �
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�� �	 
� 
� �� 
	 ��

�� �	 
� 
� �� 
	 ��

�� �� 
� 
� �	 �� ��

�� �� 
� 
� �� �� ��

�	 �� 
� 
� �� �� ��

�� �� 
� 
� �� �� ��

�� �� 
� 
� �� �� ��

�� �� 
� 
� �
 �� ��

�� �� 
	 
	 �� �� �	

�
 �� 
	 
	 �� �
 �	

�� �
 
	 
	 �� �� 
�

�� �
 
	 �� �� �� 
�

�� �� �� �� �	 �� 
�

�� �� �� �� �� ��

�	 �� �� �� �� �	

�� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �� ��

�� �� �� �� �
 ��

�� �� �� �� �� ��

�
 �� �� �� �� �


�� �	 �� �� �� ��

�� �	 �� �� ��

�� 
� �� �� �	

�� 
� �� �� ��

�	 
� �� �
 ��

	� 
� �� �
 ��

	� 
� �� �
 ��

	� 
� �� �
 �


	� 
� �� �� ��

	
 �
 ��

	� �
 ��

	� �
 ��

	� �
 ��

	� �
 ��

		 �� ��

��� �� ��

��� �� ��

��� �� ��

��� �� ��

��
 �� ��

��� �� �	

��� �� �	



島 根 県 報

別表第��の�を削る。

別表第��備考�を削り、同表備考�を同表備考とし、同表を別表第��とし、別表第��の次に次の�表を加える。

�����（第��条関係）

公 安 職 給 料 表 昇 格 時 号 給 対 応 表

号外第��号 平成	�年
月�	日 (�	)

	�� �� ��

	�� �� ��

	� �� �	

		� �� �	

			 �� ��

		� �� ��

		� �� ��

		� ��

		� ��

		� ��

		� �

		� �

		 �

	�� �

	�	 ��

	�� ��

	�� ��

	�� ��

	�� �	

昇格した日の前日に受け

ていた号給

昇 格 後 の 号 給

�級 
級 �級 �級 �級 �級 �級 �級

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �


 � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �

� � � � � � � � �
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�����（第��条関係）

医療職給料表�昇格時号給対応表

号外第��号 平成��年�月��日 (��)
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備考 この表に定める上段の号給数は、条例第�条第�項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は

同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

� �

（施行期日）

� この規則は、平成��年�月�日から施行する。

（改正条例附則第�項適用職員の在級年数等に関する経過措置）

� 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成��年島根県条例第��号。以下「改正条例」という。）附則第

�項の規定によりその者の平成��年�月�日（以下「施行日」という。）における職務の級を定められた職員（以下

「改正条例附則第�項適用職員」という。）のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初

任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下「改正後の規則」という。）別表第	から別表第�
までの級別資格基準

表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算す

る。

� 施行日の前日においてその者が属していた職務の級（以下この項において「旧級」という。）が行政職給料表の�

級若しくは�級又は公安職給料表の�級であった職員 旧級及び旧級の�級下位の職務の級に施行日の前日まで引き

続き在職していた期間

� 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

� 改正条例附則第�項適用職員に係る施行日以後の職務の級の�級上位の級への昇格（施行日から平成�年�月��日ま

での間における改正後の規則第��条の規定によるものに限る。）については、同条第�項中「現に属する職務の級にお

いて�年以上」とあるのは「平成��年�月��日においてその者が属していた職務の級（以下、この項において「旧級」

という。）が、行政職給料表の�級若しくは�級又は公安職給料表の�級（以下、この項において「特定の職務の級」

という。）であった職員にあっては、旧級及び旧級の�級下位の職務の級並びに改正条例附則第�項の規定により定め

られた職務の級（以下この項において「新級」という。）に通算�年以上、旧級が同条例附則別表第�の旧級欄に掲げ

られている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算�年以上」とする。

（施行日における昇格又は降格の特例）

� 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けること

となる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第��条又は第��条の規定を適用する。

（昇給区分の決定にかかる経過措置）

� 職員を改正後の規則第�条第�項各号に規定する昇給区分に決定することができない任命権者にあっては、当分の

間、同条第�項から第�項まで及び第�項の規定は適用しない。

� 前項の規定の適用を受ける任命権者において、改正後の規則第��条に定める日に同条に定める期間の勤務成績に応じ

て職員を昇給させる場合の号給数は、同規則第��条に規定する勤務成績の証明に基づき、職員が次の各号に掲げる職員

のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数（職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）第�

条第�項の規定の適用を受ける職員にあっては、括弧書に定める号給数）とする。ただし、第�号に掲げる職員に該当

するか否かの判断は、人事委員会の定めるところにより行うものする。

� 勤務成績が良好である職員 �号給（�号給）

� 勤務成績が良好であると認められない職員 �号給又は昇給しない（�号給又は昇給しない）

� 第�項の規定の適用を受ける任命権者における改正後の規則第�条第�項から第	項までの規定の適用については、

号外第��号 平成��年�月��日(
�)

�����（第�条関係）

昇 給 号 給 数 表

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

昇給の号給数
	号給以上 �号給 �号給 �号給

�号給以上 �号給 �号給 �号給
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同条第�項中「第�項」とあるのは「職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成��

年島根県人事委員会規則第�号。以下「改正規則」という。）附則第�項」と、同条第�項中「第�項」とあるのは

「改正規則附則第�項」と、同条第�項中「第�項、第�項」とあるのは「改正規則附則第�項、この規則第�項」と

する。

（平成��年�月�日までの間における昇給の号給数の特例）

� 平成��年�月�日までの間における改正後の規則第	�条第
項第�号及び第�項の規定の適用については、同条第


項第�号中「昇給日前�年間」とあるのは「平成��年�月�日から同年�	月��日までの期間」と、同条第�項中「前年

の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第		条第
項若しくは第�条の規定により号給を決定された職員」と

あるのは「平成��年�月�日における職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるの

は「平成��年�月�日（同日後に新たに職員となった者又は同日後に第		条第
項若しくは第�条の規定により号給を

決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日）」とする。

（職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

� 職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成�年島根県人事委員会規則第�号）

の一部を次のように改正する。

附則第�項を削り、附則第�項を附則第�項とする。

�� 職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成�年島根県人事委員会規則第��号）

の一部を次のように改正する。

附則第�項から附則第��項までを削り、附則第�項の見出しを削り、同項中「（以下「改正後の規則」という。）」

を削り、同項の項番号を削る。

附則別表第�及び附則別表第�を削る。

�� 職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成��年島根県人事委員会規則第�号）

の一部を次のように改正する。

附則第�項を削り、附則第�項の見出し及び項番号を削る。

最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則をここに公布する。

平成��年
月��日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

��������	
��

最高号給を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

（最高号給を超える給料月額の切替え）

��� 平成��年�月�日（以下「施行日」という。）の前日において職員の給与に関する条例（昭和	�年島根県条例第

�号）別表第�から別表第�までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の

施行日における号給（以下「新号給」という。）は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とす

る。

� 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額（以下「旧給料月額」という。）が施行日の前日においてその

者が属していた職務の級（以下「旧級」という。）に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給

料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間（人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。

以下「経過期間」という。）に応じて別表に定める号給

� 旧級が行政職給料表の�級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられていないも

の 人事委員会の定める号給

� 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第�条第�項の規定による給料月額の切替え）

号外第	�号 平成��年
月��日 (��)
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��� 施行日の前日において一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成��年島根県条例第�号）第�条第�項

の規定による給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額（以下「新給料月額」という。）は、その者の旧給

料月額に対応する次の表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

（一般職の任期付職員の採用等に関する条例第�条第�項の規定による給料月額の切替え）

��� 施行日の前日において一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成��年島根県条例第�号）第�条第�項の

規定による給料月額を受けていた職員の新給料月額は、その者の旧給料月額に対応する次の表の新給料月額欄に定める

給料月額とする。

� �

この規則は、平成��年�月	日から施行する。

��

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

号外第
�号 平成��年�月��日(�
)

旧給料月額 新給料月額

円

������

������

円

������



����

旧給料月額 新給料月額

円

������

円



����
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イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

ウ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

エ 医療職給料表�の適用を受ける職員の新号給

号外第��号 平成��年�月��日 (��)

旧級
経過期間

旧給料月額
�月未満

�月以上

�月未満

�月以上

�月未満

�月以上

��月未満
��月以上
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旧級
経過期間

旧給料月額
�月未満

�月以上
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�月以上
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�月以上

��月未満
��月以上
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カ 医療職給料表�の適用を受ける職員の新号給

職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

��������	
��

職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

（趣旨）

��� この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成��年島根県条例第��号。以下「改正条例」

という。）附則第�項から第��項までの規定による給料の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項を定めるものとす

る。

（定義）

��� この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

� 職員条例 職員の給与に関する条例（昭和	�年島根県条例第
号）をいう。

� 初任給規則 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和�	年島根県人事委員会規則第�号）をいう。

� 改正前の初任給規則 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則（平成��年島根県人

事委員会規則第�号）による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則をいう。

� 施行日 平成��年月
日をいう。

� 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第��から別表第	�までに定める初任給基準表に異なる

初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

� 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級（改正条例附則第�項の規定により施行日における職

務の級を定められた職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附則別

表第
の新級欄に掲げる職務の級）をいう。

� 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

号外第	�号 平成��年�月��日(��)

オ 医療職給料表�の適用を受ける職員の新号給

旧級
経過期間

旧給料月額
�月未満

�月以上

�月未満

�月以上

�月未満

�月以上

�	月未満
�	月以上
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� 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

ア 地方公務員法（昭和��年法律第���号。以下「法」という。）第��条第�項の規定により休職にされていた期間

イ 法第��条の�第�項ただし書に規定する許可を受けていた期間

ウ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和��年島根県条例第	号）第�条第�

項の規定により派遣されていた期間

エ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成
年法律第���号。以下「育児休業法」という。）第�条の規定に

より育児休業をしていた期間

オ 職員の休日及び休暇に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）第条、第�条又は第��条に規定する休暇の承

認を受けていた期間

カ 職員の休職の事由を定める条例（昭和��年島根県条例第	号）第�条の規定により休職にされていた期間

キ 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成��年島根県条例第��号。以下「公益法人等派遣条例」とい

う。）第�条第�項の規定により派遣されていた期間

� 復職時調整 初任給規則第��条の�、育児休業法第�条又は公益法人等派遣条例第条の規定による号給の調整を

いう。

� 再任用職員異動 法第��条の	第�項、第��条の�第�項又は第��条の第�項若しくは第�項の規定により採用

された職員について行う職員の勤務時間に関する条例（昭和��年島根県条例第�号。以下「勤務時間条例」とい

う。）第�条の規定により定められた�週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

� 人事交流等職員 施行日以降に、国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者（初任給規則第��条の適用を受ける

者を除く。）その他人事委員会がこれらに準ずると認める者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受

ける職員となった者をいう。

（改正条例附則第�項の人事委員会規則で定める職員）

��� 改正条例附則第�項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

� 施行日以降に初任給基準異動をした職員

� 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

� 施行日前に休職等期間がある職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたも

の

� 施行日以降に再任用職員異動をした職員

	 施行日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された職員

（改正条例附則第�項の規定による給料の支給）

��� 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当するこ

ととなった職員（当該各号の�以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員（人事委員会の定めるこれに準ずる

職員を含む。次項において「特定職員」という。）を除く。）であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に

応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第�項の規定による

給料として支給する。

� 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合（第�号に掲げる場合を除く。） 施行日の前日に当

該異動があったものとした場合（施行日以降にこれらの異動が�回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれ

らの異動が順次あったものとした場合）に改正前の初任給規則第��条及び第��条の規定の例により同日において受け

ることとなる給料月額に相当する額

� 基準級より下位の職務の級に降格をした場合（第�号に掲げる場合を除く。） 施行日の前日において当該降格後

の職務の級（当該職務の級が改正条例附則別表第�の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務

の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級（同欄に�の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務

の級））に降格をしたものとした場合（施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を�回以上した場合にあっ

ては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合）に、改正前の初任給規則第��条の規定の例により同

号外第��号 平成��年
月��日 (��)
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日において受けることとなる給料月額に相当する額

� 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合（第�号に掲げる場合を除く。） 施行日

の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第��条の�又は改正条例附則第��項、第��項の規

定による改正前の職員の育児休業等に関する条例（平成�年島根県条例第	号）第
条、公益法人等派遣条例第
条

の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

� 再任用職員異動をした場合 改正条例第�条による改正前の職員条例別表第�から別表第�までの給料表の再任用

職員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額（当該再任用職員異動後

に法第�条の�第�項に規定する短時間勤務の職を占める職員については、当該額に、勤務時間条例第�条第�項の

規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第�項に規定する勤務時間で除して得

た数を乗じて得た額）

� 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額

� 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が人事委

員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第	項の規定による給料とし

て支給する。

（改正条例附則第��項の規定による給料の支給）

��� 人事交流等職員（当該人事交流等職員となった日以降に前条第�項各号に掲げる場合に該当することとなった職

員を除く。）であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に

同日において受けることとなる給料月額に相当する額（人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める額）

に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第��項の規定による給料として支給する。

� 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第�項各号に掲げる場合に該当することとなっ

たものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものと

みなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第	項の規定による給料の額に相当す

る額を、同条例附則第��項の規定による給料として支給する。

� 初任給規則第��条第�号及び第��条の規定に基づき、号給を決定された職員であって、その者の受ける給料月額がそ

の者が施行日の前日に採用されたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこ

ととなるものには、あらかじめ人事委員会の承認を得てその差額に相当する額を、改正条例附則第��項の規定による給

料として支給する。

（この規則により難い場合の措置）

��� 改正条例附則第�項から第��項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他

の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得

て、別段の取扱いをすることができる。

� �

この規則は、平成�年�月�日から施行する。

県立学校の教育職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成�年�月��日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

��	
��������

県立学校の教育職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

県立学校の教育職員の給与に関する規則（昭和��年島根県人事委員会規則第��号）の一部を次のように改正する。

第	条第�項中「給料月額」を「号給」に、「号給を基準」を「号給を基礎」に、「第��条の�第�項第�号から第�

号まで若しくは第�項第�号から第�号まで又は第��条の�第�項第�号若しくは第�号」を「第��条の�第�項又は第

号外第�号 平成�年�月��日(��)
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��条の�第�項」に改め、同条第�項中「給料月額」を「号給」に改める。

第��条中「の数」の次に「に�を乗じて得た数」を加える。

第��条第�項中「、切り捨てる。）」の次に「に�を乗じて得た数」を、「号数とする号給」の次に「（経験年数を考

慮し人事委員会の定める者にあっては、当該号給の数に�を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号

数とする号給）」を加える。

第��条、第�	条、第�	条の�及び第�
条第�項第�号並びに第�号中「又は給料月額」を削る。

第��条の�の見出し中「給料月額」を「号給」に改め、同条第�項を次のように改める。

教育職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前

日に受けていた号給に対応する別表第�の�及び別表第�の�に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号

給とする。

第��条の�第�項を削り、同条第�項中「前�項」を「前項」に改め、同項を同条第�項とし、同条第�項を削り、同

条第�項中「前各項」を「前�項」に、「給料月額」を「号給」に改め、同項を同条第�項とし、同条第項を同条第�

項とし、同項を次のように改める。

降格（教育職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。）した教育職員を当該

降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前�項の規定にかかわらず、人事委員会の定める号給とする。

第��条の�第�項中「給料月額」を「号給」に、「第�項各号」を「第�項」に改め、同項を同条第�項とする。

第��条の�の見出し中「給料月額」を「号給」に改め、同条第�項を次のように改める。

教育職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給（同じ額の

号給がないときは、直近下位の額の号給）とする。

第��条の�第�項中「による教育職員の給料月額が部内の他の教育職員との均衡を著しく失すると認められるときは」

を「により教育職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には」に、「給料月額を」を「号給

を」に改める。

第��条の�第�項中「給料月額」を「号給」に、「第�項各号」を「第�項」に改める。

第��条第�項中「又は給料月額」を削り、同項第�号中「昭和��年�月�日（以下「適用日」という。）以降に新たに

教育職員となった者（次号に規定する者を除く。）については」を「次号に掲げる教育職員以外の教育職員について

は、」に、「時」を「とき」に、「初任給を基準」を「初任給を基礎」に改め、同項第�号中「適用日の前日から引き続

き在職する教育職員及び適用日以降に」を「その初任給の決定に当たり」に改める。

第��条の�第�項中「又は給料月額」を削る。

第��条の�から第��条のまでを削る。

第��条から第��条までを次のように改める。

（昇給日等）

���� 条例第��条第�項に規定する人事委員会規則で定める日は、第��条に定めるものを除き、毎年�月�日（以下

「昇給日」という。）とし、同項に規定する人事委員会規則で定める期間は、昇給日前�年間とする。

（勤務成績の証明）

���� 条例第��条第�項の規定による昇給（第��条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。）は、

当該教育職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

この場合において、当該証明が得られない教育職員は、昇給しない。

（昇給区分及び昇給の号給数）

���� 教育職員を条例第��条第�項の規定により昇給させる場合の号給数は、当該教育職員の勤務成績に応じて決定さ

れる昇給の区分（以下この条において「昇給区分」という。）に応じて別表第�の�に定める昇給号給数表に定める号

給数とする。この場合において、昇給区分をＥに決定された教育職員は、昇給しない。

� 教育職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該教育職員が次の各号に掲げる教育職員のいず

れに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第�号又は第�号に掲

号外第��号 平成��年�月��日 (	�)
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げる教育職員に該当するか否かの判断は、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

� 勤務成績が極めて良好である教育職員 Ａ

� 勤務成績が特に良好である教育職員 Ｂ

� 勤務成績が良好である教育職員 Ｃ

� 勤務成績がやや良好でない教育職員 Ｄ

� 勤務成績が良好でない教育職員 Ｅ

� 次の各号に掲げる教育職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとす

る。

� 人事委員会の定める事由以外の事由によって昇給日前�年間（当該期間の中途において新たに教育職員となった者

にあっては、新たに教育職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。）の�分

の�に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない教育職員（前項第�号に該当する教育職員及び次号に掲げる

教育職員を除く。） Ｄ

� 人事委員会の定める事由以外の事由によって基準期間の�分の�に相当する期間の日数以上の日数を勤務していな

い教育職員 Ｅ

� 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がＤ又はＥとなる教育職員について、その者の勤務

成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定に

かかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分（Ａ及びＢの昇給区分を除く。）に

決定することができる。

� 任命権者において、前�項の規定により昇給区分を決定する教育職員の総数に占めるＡ又はＢの昇給区分に決定する

教育職員の数の割合は、人事委員会の定める割合に概ね合致していなければならない。

� 前年の昇給日後に新たに教育職員となった者又は同日後に第��条の�第�項若しくは第	
条の規定により号給を決定

された教育職員の昇給の号給数は、第�項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新

たに教育職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数（�月未満の端数があるときは、

これを�月とする。）を�	月で除した数を乗じて得た数（�未満の端数があるときは、これを切り捨てた数）に相当す

る号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる教育職員は、昇給しない。

� 初任給の決定その他の事情を考慮し、部内の他の教育職員との均衡上特段の措置が必要と認められる教育職員の昇給

の号給数は、第�項又は前項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第�項又は前項の規定による

号給数に、その事情に応じて人事委員会が認める号給数を加えて得た号給数とすることができる。

� 第�項、第�項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当

該昇給日の前日にその者が受けていた号給（当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第�条第�項若しくは第

�条の�第�項に規定する異動をした教育職員にあっては、当該異動後の号給）の号数を減じて得た数に相当する号給

数を超えることとなる教育職員の昇給の号給数は、第�項、第�項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数

とする。

� 一の昇給日において、第�項の規定により昇給区分をＡ又はＢに決定する教育職員の昇給の号給数及び第�項の規定

により加える号給数（人事委員会が定めるものに限る。）の合計は、任命権者の教育職員の定員、第�項の人事委員会

の定める割合等を考慮して任命権者ごとに人事委員会の定める号給数を超えてはならない。ただし、これにより難い場

合で、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りではない。

（昇給号給数の抑制に係る年齢の特例）

���� 条例第��条第�項に規定する��歳以上の教育職員で人事委員会規則で定めるものは、当該年齢に達した日の翌日

以後の最初の�月�日以後に在職する教育職員とする。

（研修、表彰等による昇給）

���� 勤務成績が良好である教育職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会の定めるところにより、あ

らかじめ人事委員会の承認を得て、当該各号の定める日に、条例第��条第�項の規定による昇給をさせることができる。

号外第	�号 平成��年�月
�日(��)
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� あらかじめ人事委員会の承認を得た教育職員の研修に参加し、その成績が特に良好なものと認定された場合 成績

の認定後速やかな時期

� 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があり、人事委員会の承認した表彰を受けた場合

表彰を受けた後速やかな時期

� 公務（外国機関等派遣教育職員及び公益法人等派遣教育職員の派遣先の業務を含む。）のため死亡し、又は重度障

害を有することとなった場合 死亡し、又は重度障害を有することとなった日

第��条の次に次の�条を加える。

（最高号給を受ける教育職員についての適用除外）

������ 第��条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける教育職員には、適用しない。

第��条から第��条の�までを削る。

第��条の�を第��条とする。

第��条の	の見出し中「号給等」を「号給」に改め、同条中「専従許可」を「地方公務員法（昭和��年法律第�
�号。

以下「法」という。）第��条の�第�項ただし書に規定する許可（以下この条において「専従許可」という。）」に、

「、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、次の各号に定めるところにより、その者の号給又は給料月額」

を「、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間（以下「休職等の期間」とい

う。）を別表第��の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に

復帰し、若しくは再び勤務するに至った日（以下「復職等の日」という。）及び復職等の日後における最初の昇給日又は

そのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給」に改め、同条第�号から第	

号を削り、同条を第��条とする。

第��条の第�項中「又は給料月額」及び「（昇給期間の短縮を含む。）」を削り、「むかって」を「向かって」に改

め、同条第�項中「又は給料月額」及び「（昇給期間の短縮を含む。）｣ を削り、同条を第��条とする。

第�
条中「調整基本額」の次に「（その額が給料月額の���分の���を超えるときは、給料月額の���分の���に相当する

額とし、その額に�円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。）」を、「）を乗じて得た額」の次に

「とし、その額に�円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。」を加える。

第��条第�号中「第号、」を削る。

第��条の	第�項中「	級」を「�級」に改める。

第��条第項第�号中「���分の���」を「���分の���」に、「���分の���」を「���分の���」に改める。

第��条第�項第�号中「職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける教育職員であるときは、その者の属する職務

の級及びその級の最高の号給とし、」を削る。

別表第�を次のように改める。

号外第��号 平成��年�月��日 (��)

����

大学教育職給料表級別資格基準表

職 種
職務の級

学歴免許
�級 �級 �級

教 授

大 学 卒
�

� �

短 大 卒
�

� ��

助 教 授

大 学 卒

 �

� 
 �

短 大 卒

 �

� � ��
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別表第�の備考以外の部分を次のように改める。

����

高等学校等教育職給料表級別資格基準表

号外第��号 平成��年�月��日(��)

講 師

大 学 卒
	

� 	

短 大 卒
	

� 


助 手

大 学 卒
�

短 大 卒
���

職 種
職務の級

学歴免許
�級 級

校 長

大 学 卒
�

短 大 卒
�

教 頭

大 学 卒
�

短 大 卒
�

教諭、講師（人事

委員会が定めるも

のに限る。）及び

養護教諭

大 学 卒
�

短 大 卒
���

� ���

助教諭、養護助教

諭、講師、実習助

手及び寄宿舎指導

員

大 学 卒 別に定める
�

短 大 卒 別に定める
�

高 校 卒 別に定める
�

「 「

別表第�中 を に改める。

」 」

�級��号給 �級��号給

�級�号給 �級�
号給

�級�号給 �級��号給

�級号給 �級�号給

「 「

別表第�中 を に改める。

級�号給 級�
号給

級�号給 級��号給

級号給 級�号給

�級�号給 �級��号給
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別表第�の�を次のように改める。

������（第��条の�関係）

大学教育職給料表昇格時号給対応表

号外第��号 平成��年�月��日 (	�)

」 」


級�号給 
級��号給


級�号給 
級��号給


級�号給 
級
号給

昇格した日の前日に受け

ていた号給

昇 格 後 の 号 給

� 級 � 級 � 級

� � � �

� � � �

� � � �

 � � �

	 � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

�� � � �

�� � � �

�� � � �

�� � � �

� � � �

�	 � � �

�� �  �

�� � 	 �

�� � � �

�� � � �

�� � � �

�� � � �

�� � �� �

�� � �� �

�  �� �

�	 	 �� �

�� � � �

�� � �	 �

�� � �� �

�� � �� �

�� �� �� �

�� �� �� �

�� �� �� 

�� �� �� 	
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�� �� �� �

�� �� �� 	

�� �� �� �

�	 �	 �� 


�� �� �� ��

�
 �
 �	 ��

�� �� �� ��

�� �� �
 ��

�� �� �� ��

�� �� �� ��

�� �� �� ��

�� �� �� �	

�� �� �� ��

�	 �	 �� �


�� �� �� ��

�
 �
 �	 ��

�� �� �� ��

�� �� �
 ��

�� �� �� ��

�� �� �� ��

�� �� �� ��

�� �� �� ��

�� �� �� ��

�	 �� �� ��

�� �� �� ��

�
 �� �� ��

�� �� �� ��

�� �� �� ��

�� �� �� ��

�� �� �	 �	

�� �� �� �	

�� �	 �
 �	

�� �	 �� ��

�	 �� �� ��

�� �� �� ��

�
 �
 �� �


	� �
 �� �


	� �� �� ��

	� �� �� ��

	� �� �	 ��

	� �� �	 ��

	� �� �� ��
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�� 	� �� ��

�� 	� �
 ��

�� 	� �
 ��

�
 		 �� ��

�� 		 �� �	

�� 	� �� �	

�� 	� �� �	

�� 	� �� ��

�	 	� �� ��

�� 	� �� ��

�� 	� �� ��

�� 	� �	 ��

�� 	� �	 ��

�
 	
 �� ��


� 	
 ��


� 	
 ��


� 	
 ��


� �� ��


	 �� ��


� �� ��


� �� ��


� �� �



� �� �




 �� ��

��� �� ��

��� �� ��

��� �� ��

��� �� ��

��	 �� ��

��� �� ��

��� ��

��� ��

��� �	

��
 �	

��� �	

��� ��

��� ��

��� ��

��	 ��

��� ��

��� ��

��� ��
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別表第�の�を次のように改める。

������（第��条の�関係）

高等学校等教育職給料表昇格時号給対応表

号外第��号 平成��年�月��日(	
)

��� 	�

��� 	�

�� 	�

��� 	�

��� 	�

��� 	�

��
 	�

��	 	�

��� 	�

��� 	�

��� 	�

��� �

昇格した日の前日に受け

ていた号給

昇 格 後 の 号 給

� 級 � 級 � 級

� � � �

� � � �

� � � �


 � � �

	 � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

�� � � �

�� � � �

�� � � �

�
 � � �

�	 � � �

�� � � �

�� � � �

�� � � �

�� � � �

� � � �

�� � � �

�� � � �

�� � � �

�
 
 � �
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�� � � �

�� � � �

�� � � �

�� � � �

�	 	 � �

�
 �
 � �

�� �� � �

�� �� � �

�� �� � �

�� �� � �

�� �� � �

�� �� � �

�� �� � �

�� �� � �

�	 �	 � �

�
 �
 � �

�� �� � �

�� �� � �

�� �� � �

�� �� � �

�� �� � �

�� �� � �

�� �� � �

�� �� � �

�	 �	 � 	

�
 �
 � �


�� �� � ��

�� �� � ��

�� �� � ��

�� �� � ��

�� �� � ��

�� �� � ��

�� �� � ��

�� �� � ��

�	 �� � �	

�
 �� � �


�� �� 	 ��
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別表第�の�の次に次の�表を加える。

������（第��条関係）

昇 給 号 給 数 表

備考 この表に定める上段の号給数は、条例第��条第�項の規定の適用を受ける教育職員以外の教育職員に、下段の号

給数は同項の規定の適用を受ける教育職員に適用する。

別表第��の備考�を削り、同表の備考�を備考�とし、備考�を備考�とする。

別表第��の�を次のように改める。

�������（第��条関係）

給 料 の 調 整 額 の 調 整 基 本 額 表

ア 大学教育職給料表

イ 高等学校等教育職給料表

盲学校ろう学校養護学校の部���分の��の項中「、松江ろう学校」を「、松江ろう学校、松江養護学校」に改め、同表同

部���分の�	の項中「、益田産業高等学校」を「、益田産業高等学校、益田翔陽高等学校」に改め、「、松江養護学校」

を削る。

別表第�
を次のように改める。

号外第��号 平成��年�月��日(�)

�� ��

�� ��

�� ��

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

昇給の号給数
�号給以上 �号給 �号給 �号給

�号給以上 �号給 �号給 �号給

職務の級 調 整 基 本 額

�級 �����円

�級 ������円

�級 ���
��円

�級 �����円

職務の級 調 整 基 本 額

�級 �����円

�級 ������円

�級 ������円

�級 ������円

別表第��大学の部���分の��の項中
「大学就職部長

大学学生生活部長」
を

「大学キャリアセンター長

大学学生生活部長

大学アドミッションセンター長」

に改め、同表高等学校
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�����（第��条関係）

高等学校等教育職給料表の適用を受ける教育職員に対する義務教育等教員特別手当の月額表
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� �

（施行期日）

� この規則は、平成��年�月�日から施行する。

（改正条例附則第�項適用教育職員の在級年数等に関する経過措置）

� 県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成��年島根県条例第��号。以下「改正条例」とい

う。）附則第�項の規定によりその者の平成��年�月�日（以下「施行日」という。）における職務の級を定められた

教育職員（以下「改正条例附則第�項適用教育職員」という。）に対するこの規則による改正後の県立学校の教育職員

の給与に関する規則（以下「改正後の規則」という。）別表第�及び別表第�の級別資格基準表の適用については、旧

級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通

号外第��号 平成��年�月	�日(
�)
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算する。

� 改正条例附則第�項適用教育職員に係る施行日以後の職務の級の�級上位の級へ昇格（施行日から平成��年�月��日

までの間における改正後の規則第��条の規定によるものに限る。）については、同条第�項中「現に属する職務の級に

おいて�年以上」とあるのは「平成��年�月��日においてその者が属していた職務の級及び改正条例附則第�項の規定

により定められた職務の級に通算�年以上」とする。

（施行日における昇格又は降格の特例）

	 施行日に昇格又は降格した教育職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受ける

こととなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第�
条の�又は第�
条の�の規定を適用す

る。

（昇給区分の決定にかかる経過措置）

� 教育職員を改正後の規則第�条第�項各号に規定する昇給区分に決定することができない任命権者にあっては、当分

の間、同条第�項から第�項まで及び第�項の規定は適用しない。

� 前項の規定の適用を受ける任命権者において、改正後の規則第��条に定める日に同条に定める期間の勤務成績に応じ

て教育職員を昇給させる場合の号給数は、同規則第��条に規定する勤務成績の証明に基づき、教育職員が次の各号に掲

げる教育職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数（県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和

��年島根県条例第�号）第��条第�項の規定の適用を受ける教育職員にあっては、括弧書に定める号給数）とする。た

だし、第�号に掲げる教育職員に該当するか否かの判断は、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

� 勤務成績が良好である教育職員 	号給（�号給）

� 勤務成績が良好であると認められない教育職員 �号給又は昇給しない（�号給又は昇給しない）

� 第�項の規定の適用を受ける任命権者における改正後の規則第�条第�項から第�項までの規定の適用については、

同条第�項中「第�項」とあるのは「県立学校の教育職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（平成��年島根県

人事委員会規則第�号。以下「改正規則」という。）附則第�項」と、同条第�項中「第�項」とあるのは「改正規則

附則第�項」と、同条第�項中「第�項、第�項」とあるのは「改正規則附則第�項、この規則第�項」とする。

（平成��年�月�日までの間における昇給の号給数の特例）

� 平成��年�月�日までの間における改正後の規則第�条第�項第�号及び第�項の規定の適用については、同条第�

項第�号中「昇給日前�年間」とあるのは「平成��年	月�日から同年��月��日までの期間」と、同条第�項中「前年

の昇給日後に新たに教育職員となった者又は同日後に第�
条の�第�項若しくは第��条の規定により号給を決定された

教育職員」とあるのは「平成��年�月�日における教育職員」と、「その者の新たに教育職員となった日又は号給を決

定された日」とあるのは「平成��年	月�日（同日後に新たに教育職員となった者又は同日後に第�
条の�第�項若し

くは第��条の規定により号給を決定された教育職員にあっては、新たに教育職員となった日又は号給を決定された

日）」とする。

（給料の調整額に関する経過措置）

� 県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）第��条の規定により給料の調整を行う職を占

める教育職員（次項において「給料の調整額適用教育職員」という。）のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基

準額に達しないこととなる教育職員には、この規則による改正後の規則第�
条の規定による給料の調整額のほか、その

差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該教育職員に係る調

整数を乗じて得た額（地方公務員法（昭和��年法律�
�号）第��条の�第�項に規定する短時間勤務の職を占める教育

職員にあっては、その額に職員の勤務時間に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）第�条第�項の規定により定め

られたその者の勤務時間を同条第�項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額）（その額に�円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）を給料の調整額として支給する。

� 平成��年	月�日から平成��年�月��日まで �分の�

� 平成��年	月�日から平成�年�月��日まで �分の��

� 平成�年	月�日から平成��年�月��日まで �分の�

号外第��号 平成��年�月��日 (
�)
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� 平成��年�月�日から平成��年�月��日まで ���分の��

�� 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

� この規則の施行の日（以下この項において「施行日」という。）の前日から引き続き給料の調整額適用教育職員

（第�号に該当する教育職員を除く。）である教育職員 同日にその者に適用されていた調整基本額

� 施行日以後に新たに給料の調整額適用教育職員となった教育職員（次号に該当する教育職員及び施行日以後に新た

に給料表の適用を受けることとなった教育職員を除く。） 施行日の前日に新たに給料の調整額適用教育職員になっ

たとした場合に改正条例の規定による改正前の県立学校の教育職員の給与に関する条例及びこれに基づく人事委員会

規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改

正前の規則第�	条の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

� 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった教育職員（施行日以後に新たに給料表の適用を受けることと

なった教育職員を除く。） 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合（次に掲げる場合に該当す

ることとなった日以後に新たに給料の調整額適用教育職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整

額適用教育職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合）に同日にその者に適用されるこ

ととなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第�	条の規定を適用したとしたならばその者に適用さ

れることとなる調整基本額。ただし、施行日以後に県立学校の教育職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

（平成�
年島根県人事委員会規則第��号。以下「切替規則」という。）第�条第�号に掲げる場合に該当することと

なった教育職員にあっては、人事委員会の定める額

ア 給料表の適用を異にする異動をした場合

イ 切替規則第�条各号に掲げる場合に該当することとなった教育職員

� 施行日以後に、国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者（県立規則第��条のの適用を受ける者を除く。）、

教育職員の行う職務と同種の職務に従事していた者その他人事委員会がこれらに準ずると認める者から人事交流等に

より新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員 当該教育職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける教育

職員であったものとみなして前号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額

（読替規定）

�� 改正条例附則第�項から第��項の規定による給料を支給される教育職員に関する県立学校の教育職員の給与に関する

規則（昭和��年島根県人事委員会規則第��号。以下「県立規則」という。）第��条の第項の規定の適用について

は、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と改正条例附則第�項から第��項までの規定による給料の額との合計

額」とする。

（県立学校の教育職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正）

�� 県立学校の教育職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（平成年島根県人事委員会規則第��号）の一部を次

のように改正する。

附則第�項を削り、附則第�項を附則第�項とし、附則第�項を附則第�項とする。

�� 県立学校の教育職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（平成�年島根県人事委員会規則第��号）の一部を次

のように改正する。

附則第�項から附則第��項までを削り、附則第��項中「第�	項」を「第�項」に改め、附則第��項から附則第��項ま

でを��項ずつ繰り上げる。

附則別表第�及び附則別表第を削る。

�� 県立学校の教育職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（平成��年島根県人事委員会規則第��号）の一部を次

のように改正する。

附則第項を削り、附則第�項の見出し及び項番号を削る。

（雑則）

�� 附則第�項及び附則第��項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

号外第�
号 平成�
年�月��日(	�)



島 根 県 報

最高号給を超える給料月額を受ける教育職員の給料の切替えに関する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

��������	
��

最高号給を超える給料月額を受ける教育職員の給料の切替えに関する規則

平成��年�月�日（以下「施行日」という。）の前日において県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和��年島根

県条例第	号。以下「条例」という。）別表第�及び別表第
の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給

料月額（条例別表第
の備考の規定の適用を受ける教育職員にあっては、当該規定の適用がないものとした場合の給料月

額。以下同じ。）を受けていた教育職員の施行日における号給（以下「新号給」という。）は、次の各号に掲げる教育職

員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

� 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額（以下「旧給料月額」という。）が施行日の前日においてその

者が属していた職務の級（以下「旧級」という。）に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている教育職員 旧級、

旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間（人事委員会の定める教育職員にあっては、人事委員会の定め

る期間。以下「経過期間」という。）に応じて別表に定める号給

� 前号に掲げる教育職員以外の教育職員 新級における最高の号給

� 


この規則は、平成��年�月�日から施行する。

��

ア 大学教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

イ 高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

県立学校の教育職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

��������	
���

県立学校の教育職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

（趣旨）

��� この規則は、県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成��年島根県条例第��号。以下

「改正条例」という。）附則第�項から第�項までの規定による給料の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項を定め

るものとする。

（定義）

号外第��号 平成��年�月��日 (��)

旧級
経過期間

旧給料月額
�月未満

�月以上

	月未満

	月以上

�月未満

�月以上

��月未満
��月以上

�級 ����� �� �� �� �� ��

旧級
経過期間

旧給料月額
�月未満

�月以上

	月未満

	月以上

�月未満

�月以上

��月未満
��月以上


級
���� ��� �� ��� ��� ���

����� ��� ��� ��� ��� ���



島 根 県 報

��� この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

� 県立条例 県立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）をいう。

� 県立規則 県立学校の教育職員の給与に関する規則（昭和��年島根県人事委員会規則第��号）をいう。

� 改正前の県立規則 県立学校の教育職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（平成��年島根県人事委員会規

則第�号）による改正前の県立学校の教育職員の給与に関する規則をいう。

� 施行日 平成��年�月	日をいう。

� 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない県立規則別表第�及び別表第
に定める初任給基準表に異なる初任給

の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

� 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級（改正条例附則第�項の規定により施行日における職

務の級を定められた教育職員にあっては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例附

則別表第	の新級欄に掲げる職務の級）をいう。

� 降格 教育職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

� 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

ア 地方公務員法（昭和��年法律第��号。以下「法」という。）第��条第�項の規定により休職にされていた期間

イ 法第��条の�第	項ただし書に規定する許可を受けていた期間

ウ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭和�年島根県条例第�号）第�条第	

項の規定により派遣されていた期間

エ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成�年法律第���号。以下「育児休業法」という。）第�条の規定に

より育児休業をしていた期間

オ 職員の休日及び休暇に関する条例（昭和��年島根県条例第��号）第�条、第�条若しくは第��条又は県立高等学

校等の教育職員の休日及び休暇に関する条例（昭和��年島根県条例第�号）第�条、第�条若しくは第��条に規定

する休暇の承認を受けていた期間

カ 職員の休職の事由を定める条例（昭和��年島根県条例第�号）第�条の規定により休職にされていた期間

キ 公益法人等への職員の派遣等に関する条例（平成��年島根県条例第��号。以下「公益法人等派遣条例」とい

う。）第�条第	項の規定により派遣されていた期間

ク 教育公務員特例法第�条第	項に規定する大学院修学休業の許可を受けていた期間

	 復職時調整 県立規則第��条の�、育児休業法第�条又は公益法人等派遣条例第�条の規定による号給の調整をい

う。


 再任用教育職員異動 法第��条の�第	項、第��条の�第	項又は第��条の�第	項若しくは第�項の規定により

採用された教育職員について行う職員の勤務時間に関する条例（昭和��年島根県条例第
号。以下「勤務時間条例」

という。）第�条の規定により定められた	週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。

� 人事交流等教育職員 施行日以降に、国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者（県立規則第��条の�の適用を

受ける者を除く。）、教育職員の行う職務と同種の職務に従事していた者その他人事委員会がこれらに準ずると認め

る者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける教育職員となった者をいう。

（改正条例附則第�項の人事委員会規則で定める教育職員）

��� 改正条例附則第�項の人事委員会規則で定める教育職員は、次に掲げる教育職員とする。

� 施行日以降に初任給基準異動をした教育職員

� 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした教育職員

� 施行日前に休職等期間がある教育職員であって、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされ

たもの

� 施行日以降に再任用教育職員異動をした教育職員

� 施行日以降に人事委員会の承認を得てその号給を決定された教育職員

（改正条例附則第
項の規定による給料の支給）

号外第��号 平成��年�月��日()



島 根 県 報

��� 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教育職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当す

ることとなった教育職員（当該各号の�以上の号に掲げる場合に該当することとなった教育職員（人事委員会の定める

これに準ずる教育職員を含む。次項において「特定教育職員」という。）を除く。）であって、その者の受ける給料月

額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附

則第�項の規定による給料として支給する。

� 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合（第�号に掲げる場合を除く。） 施行日の前日に当

該異動があったものとした場合（施行日以降にこれらの異動が�回以上あった場合にあっては、施行日の前日にそれ

らの異動が順次あったものとした場合）に改正前の県立規則第��条及び第��条の�の規定の例により同日において受

けることとなる給料月額に相当する額

� 基準級より下位の職務の級に降格をした場合（第�号に掲げる場合を除く。） 施行日の前日において当該降格後

の職務の級（当該職務の級が改正条例附則別表第�の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務

の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級（同欄に�の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務

の級））に降格をしたものとした場合（施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を�回以上した場合にあっ

ては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合）に、改正前の県立規則第��条の�の規定の例により

同日において受けることとなる給料月額に相当する額

� 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合（第�号に掲げる場合を除く。） 施行日

の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の県立規則第	
条の�又は職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例（平成��年島根県条例第��号）附則第	�項、第	�項の規定による改正前の職員の育児休業等に関する条

例（平成�年島根県条例第�号）第条、公益法人等派遣条例第条の規定の例により同日において受けることとな

る給料月額に相当する額

� 再任用教育職員異動をした場合 改正条例による改正前の県立条例別表第�及び別表第�の給料表の再任用教育職

員の欄に掲げる給料月額のうち、施行日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額（当該再任用教育職員異動

後に法第	�条の�第�項に規定する短時間勤務の職を占める教育職員については、当該額に、勤務時間条例第�条第

�項の規定により定められたその者の当該再任用教育職員異動後における勤務時間を同条第�項に規定する勤務時間

で除して得た数を乗じて得た額）

� 人事委員会の承認を得てその号給を決定された場合 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額

� 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける教育職員のうち、特定教育職員であって、その者の受ける給料月額

が人事委員会の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第�項の規定による

給料として支給する。

（改正条例附則第��項の規定による給料の支給）

��� 人事交流等教育職員（当該人事交流等教育職員となった日以降に前条第�項各号に掲げる場合に該当することと

なった教育職員を除く。）であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等教育職員となった

ものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額（人事委員会の定める教育職員にあっては、人

事委員会の定める額）に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第��項の規定による給

料として支給する。

� 人事交流等教育職員であって、当該人事交流等教育職員となった日以降に前条第�項各号に掲げる場合に該当するこ

ととなったものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等教育職員となり同日から引き続き給料表の適用を受け

ていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第�項の規定による給料

の額に相当する額を、同条例附則第��項の規定による給料として支給する。

� 県立規則第��条の規定に基づき、号給を決定された教育職員であって、その者の受ける給料月額がその者が施行日の

前日に採用されたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものに

は、あらかじめ人事委員会の承認を得てその差額に相当する額を、改正条例附則第��項の規定による給料として支給す

る。

号外第	�号 平成��年�月��日 (��)
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（この規則により難い場合の措置）

��� 改正条例附則第�項から第��項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他

の教育職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事委員会の承認

を得て、別段の取扱いをすることができる。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

���	
��������

職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則

職員の特殊勤務手当に関する規則（昭和	�年島根県人事委員会規則第�
号）の一部を次のように改正する。

第�条第�項各号を次のように改める。

� 隠岐支庁県民局及び農林局農政・普及部並びに県民センター

� 中山間地域研究センター

� 保健所

� 農林水産部農畜産振興課家畜病性鑑定室

� 農林振興センター農業普及部

� 東部農林振興センター中海干拓営農部

� 農業技術センター

� 農業大学校

	 病害虫防除所


 畜産技術センター

� 水産技術センター

� 産業技術センター

第�条第�項各号を次のように改める。

� 隠岐支庁農林局農政・普及部及び県土整備局維持管理部隠岐空港管理所

� 中山間地域研究センター

� 農林水産部林業課

� 農林振興センター農業普及部

� 東部農林振興センター中海干拓営農部

� 農業技術センター

� 農業大学校

� 病害虫防除所

	 畜産技術センター


 益田県土整備事務所維持管理部石見空港管理所

� 出雲空港管理事務所

� 県立学校

第�条の�を同条第�項とし、同条に第�項として次の�項を加える。

条例第条第�項に規定する人事委員会規則で定める職員は、農林水産部農畜産振興課家畜病性鑑定室に勤務する職

員とする。

号外第��号 平成��年�月��日(	�)



島 根 県 報

第�条第�項第�号中「�級」を「�級」に改め、同項第�号中「�級又は�級」を「�級」に改め、同項第�号中

「�級」を「�級」に改める。

第�条中第�項を削り、第�項を第�項とし、第�項の次に次の�項を加える。

� 条例第��条第�項第	号に規定する人事委員会規則で定める職員は、東部農林振興センター中海干拓営農部に勤務す

る職員とする。

第�
条中第�項を第�項とし、第�項の次に次の�項を加える。

� 条例第��条第�項第�号に規定する人事委員会規則で定める職員は、水産技術センター総合調整部漁業無線指導所に

勤務する職員とする。

第�条中第�項を第�項とし、第�項の次に次の�項を加える。

� 条例第��条第�項第�号に規定する人事委員会規則で定める職員は、水産技術センター栽培漁業部に勤務する職員と

する。

第��条第�項第�号中「鵬丸」を「わかしまね」に改める。

� �

この規則は、平成��年�月�日から施行する。

� � � � � � �

級別職務分類に関する細則の一部を改正する細則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県人事委員会委員長 中 村 寿 夫

	
����������

級別職務分類に関する細則の一部を改正する細則

級別職務分類に関する細則（昭和
年島根県人事委員会細則第�号）の一部を次のように改正する。

別表の�の表及び�の表を次のように改める。

� 行政職給料表級別職務分類表

号外第��号 平成��年�月��日 (
�)

組 織 �級 �級 �級 �級 �級 �級 �級 �級 	級

知事の

事務部

局

本庁 本庁（出納局

を除く。）

主事若し

くは技師

又はこれ

らに相当

する職

主任主事

若しくは

主任技師

又はこれ

らに相当

する職

主任又は

これに相

当する職

企画員又

はこれに

相当する

職

課長代理

副政策企

画監

グループ

リーダー

副指導監

査監

副団体検

査監

課長

政策企画

監

センター

長

管理監

室長

管理所長

統括指導

監査監

指導監査

監

統括団体

検査監

主席調整

監

課長

政策企画

監

次長

統括政策

企画監

参事

医療統括

監

理事

部長

政策企画

局長

技監



島 根 県 報号外第��号 平成��年�月��日(��)

団体検査

監

統括林業

普及員

統括工事

検査監

出納局 グループ

リーダー

副出納監

察監

課長

出納監察

監

課長 副出納長

局長

地方機

関

東京事務所 課長 部長 所長

県立大学 課長 部長

センター

長

事務局長

島根女子短期

大学

課長 部長 事務局長

看護短期大学 課長 部長 事務局長

自治研修所 部長 所長

消防学校 教頭 校長

隠岐支庁 支庁長

県民局 課長 局長

隠岐福祉事

務所

課長 所長

隠岐保健所 課長 部長

農林局 課長 部長 局長

水産局 課長

出張所長

局長

県土整備局 課長

管理所長

部長 局長

県民センター 課長 部長

特別徴収

監

事務所長

所長（東

部）

総合調整

監

所長（西

部）

中山間地域研

究センター

課長 部長 所長

美術館 副館長

芸術文化セン

ター

課長 副 セ ン

ター長

福祉事務所 課長 所長

保健所 課長 部長

保健環境科学

研究所

課長 所長
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中央病院 課長

科長

部長

室長

事務局長

湖陵病院 課長 部長 事務局長

児童相談所 課長 所長

わかたけ学園 課長 園長

女性相談セン

ター

所長

分室長

心と体の相談

センター

課長

食肉衛生検査

所

農林振興セン

ター

課長

支所長

部長

事務所長

所長

総合調整

監

農業技術セン

ター

課長 部長 所長

農業大学校 講師 助教授 助教授 事務局長

部長

教授

校長

畜産技術セン

ター

主任又は

これに相

当する職

企画員又

はこれに

相当する

職

課長 所長

家畜保健衛生

所

水産事務所 課長 所長

水産技術セン

ター

課長

指導所長

大阪事務所 課長 部長 所長

九州事務所 所長

広島事務所 課長 所長

産業技術セン

ター

課長 副所長

高等技術校 課長 校長

教頭

県土整備事務

所

課長

管理所長

事業所長

部長

所長

河川総合開発

事務所

課長 所長

高規格道路事

務所

課長 所長

部長

空港管理事務

所

課長 所長

下水道管理事 課長 所長
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務所 支所長

県議会の事務

部局

県議会事務局 グループ

リーダー

課長

管理監

室長

課長 次長 局長

教育委

員会

教育委

員会事

務局

本庁 課長代理

グループ

リーダー

課長

主席調整

監

室長

センター

長

課長 教育次長

参事

教育監

教育事務所 課長 所長

埋蔵文化財調

査センター

課長 所長

副所長

教育機

関

教育センター 所長（浜

田）

部長

所長（松

江）

生涯学習推進

センター

課長 所長

西部生涯学習

推進センター

課長 所長

図書館 課長

所長

館長

青少年の家 課長 所長

少年自然の家 課長 所長

古代出雲歴史

博物館

部長 館長

県立学校 課長 事務長

人事委員会の

事務部局

人事委員会事

務局

グループ

リーダー

課長 局長

監査委員の事

務部局

監査委員事務

局

副監査監 課長

監査監

局長

警察 警察本部 係長

副隊長

準師範

専門官

主幹

師範

次長

課長補佐

校長補佐

室長補佐

指導官

西部運転

免許セン

ター副所

長

副主査

課長

管理官

室長

交通管制

センター

長

西部運転

免許セン

ター所長

首席師範

主査

参事
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� 公安職給料表級別職務分類表

号外第��号 平成��年�月��日 (��)

警察署 係長

専門官

主幹 課長

指導官

副主査

管理官

主査

労働委員会の

事務部局

労働委員会事

務局

主任又は

これに相

当する職

企画員又

はこれに

相当する

職

課長 局長

海区漁業調整

委員会の事務

部局

海区漁業調整

委員会事務局

主任書記 主任書記 局長

内水面漁場管

理委員会の事

務部局

内水面漁場管

理委員会事務

局

企画員又

はこれに

相当する

職

共通 ※専門員

専門

※

企画幹

副工事検

査監

※専門幹

調整監

工事検査

監

組 織 �級 �級 �級 	級 
級 �級 �級 級 �級

警察 警察本部 係員

隊員

係員

隊員

主任 係長

通信副指

令長

班長

次長

指導官

課長補佐

室長補佐

隊長

通信指令

長

副所長

所長補佐

警察相談

センター

長

次長

指導官

課長補佐

室長補佐

隊長

通信指令

長

副所長

所長補佐

警察相談

センター

長

課長

監察官

監査官

調査官

管理官

広報官

企画官

対策官

室長

所長

検視官

交通管制

センター

長

交通規制

官

部長

首席監察

官

参事官

課長

監察官

監査官

調査官

部長

首席監察

官

参事官

警察機動隊 主任

分隊長

係長

小隊長

副隊長

指導官

副隊長

指導官

隊長 隊長

交通機動隊 主任 係長

方面副隊

長

副隊長

方面隊長

指導官

副隊長

方面隊長

指導官

隊長 隊長
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別表の�の表知事の事務部局の部本庁の項中

号外第��号 平成��年�月��日(��)

高速道路交通

警察隊

主任 係長

班長

副隊長

分駐隊長

指導官

副隊長

分駐隊長

指導官

隊長 隊長

警察学校 初任科生 係員 助教 教官 主任教官 主任教官 副校長 校長 校長

警察署 係員 主任 係長 次長

課長

指導官

交番所長

次長

課長

指導官

交番所長

署長（松

江 、 出

雲 、 浜

田 、 益

田、雲南

を除く｡)

副署長

管理官

捜査統括

官

地域官

署長

副 署 長

（松江）

（出雲）

（浜田）

（益田）

（雲南）

署長（松

江）（出

雲）（浜

田）（益

田）（雲

南）

共通 専門官

専務員

専務官

専務指導

員

専務指導

官

調整官

「

」

を
学芸員 主任学芸員

学芸員

主任学芸員 専門学芸員

「

」

に改め、同部中山間地域研究センターの項中
研究員 主任研究員

研究員

主席研究員

専門研究員

室長

「

」

を

「

」

に改め、同部美術館の項中

科長

主任研究員

部長

科長

特別研究員

科長

専門研究員

部長

「

」

を

「

」

に改め、同部芸術文化センターの項中
課長

主任学芸員

課長

専門学芸員

課長

専門学芸員

「

」

を

「

」

に改め、同部保健環境科学研究所の項中

課長

主任学芸員

主査

課長

専門学芸員

課長

専門学芸員

「

」

を

「

」

に改め、同部農業技術センターの項中

科長

主任研究員

部長

センター長

科長

特別研究員

科長

専門研究員

部長

センター長
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を削り、同部畜産技術センターの項中

号外第��号 平成��年�月��日 (��)

「

」

を

「

」

に改め、同部しまねの味開発指導センターの項

科長

主席研究員

主任研究員

部長

科長

特別研究員

科長

主席研究員

専門研究員

部長

「

」

を

「

」

に改め、同部家畜衛生研究所の項を削り、同表

科長

主任研究員

部長

科長

特別研究員

科長

主席研究員

専門研究員

部長

中

「

」

を

水産試験場 研究員 主任研究員

研究員

科長

分場長

主席研究員

主任研究員

場長

部長

科長

特別研究員

場長

内水面水産試

験場

研究員 主任研究員

研究員

主席研究員

主任研究員

場長

特別研究員

栽培漁業セン

ター

研究員 主任研究員

研究員

主席研究員

主任研究員

所長

特別研究員

「

」

に改め、同部産業技術

水産技術セン

ター

研究員 主任研究員

研究員

科長

分場長

主席研究員

専門研究員

所長

部長

センターの項中

「

」

を

「

」

に改め、同表教育委員会の部本

科長

主席研究員

主任研究員

部長

研究統括監

研究企画監

研究調整監

センター長

科長

特別研究員

科長

主席研究員

専門研究員

部長

研究統括監

研究企画監

研究調整監

センター長

庁の項中

「

」

を

「

」

に改め、同表教育委員会の部の表中

グループリー

ダー

主任学芸員

主任研究員

グループリー

ダー

専門学芸員

特別研究員

主査

グループリー

ダー

専門学芸員

専門研究員

センター長

「

」

を
博物館 学芸員 主任学芸員

学芸員

主任学芸員 専門学芸員

「

に改め、同表警察の部

博物館 学芸員 主任学芸員

学芸員

専門学芸員
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」

古代出雲歴史

博物館

学芸員 主任学芸員

学芸員

課長

専門学芸員

部長

科学捜査研究所の項中

「

｣

を

副所長

科長

主任研究員

所長

副所長

科長

特別研究員

所長

「

」

に改め、同表の次に次のように加える｡

副所長

科長

専門研究員

所長

共通 調整監

別表の�の表知事の事務部局の部本庁の項中
「

」
を

「

」

に改め、同部中央病院の項中課長
課長

室長

「

」

を

「

」

に改め、同表共通の項中
「

」
を

院長

副院長

医療局長

医療局次長

診療部長

部長

院長

副院長

医療局長

医療技術局長

薬剤局長

医療局次長

診療部長

部長

副医療専門監 医療専門監

「

」
に改める。医療専門幹 医療調整監

別表の	の表知事の事務部局の部隠岐保健所の項及び農林局の項中

「

」

を
「

」
に改め、

課長

主幹
課長

同部健康福祉センターの項を削り、同部保健所の項中

「

」

を
「

」
に改め、同部中央病院の

課長

主幹
課長

項中

「

を

「

に改め、同表中

診療放射線技師

臨床検査技師

栄養士

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

歯科衛生士

歯科技工士

薬剤師

診療放射線技師

臨床検査技師

栄養士

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

歯科衛生士

診療放射線技師

臨床検査技師

栄養士

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

歯科衛生士

歯科技工士

薬剤師

診療放射線技師

臨床検査技師

栄養士

臨床工学技士

理学療法士

作業療法士

歯科衛生士
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｣ 」

言語療法士

視能訓練士

歯科技工士

言語療法士

視能訓練士

言語聴覚士

視能訓練士

歯科技工士

言語聴覚士

視能訓練士

「

」

を

わかたけ学園 栄養士 栄養士 栄養主任 栄養主任 ※専門員

身体障害者授

産センター

さざなみ学園

こくぶ学園

「

」
に改め、同部農林振興わかたけ学園 栄養士 栄養士 栄養主任 栄養主任 ※専門員

センターの項中

「

」

を
「

」
に改め、同表教育委員会の部県立学校の項中

課長

主幹
課長

「

」
を
「

」
に改め、同部共通の項中

「

」
を
「

」
に学校栄養主幹 学校栄養専門員 専門員

改め、同表共通の項中
「

」
を企画員 企画員 副主査 主査

「

」

に改める。
企画幹

企画員

調査監

別表の�の表知事の事務部局の部本庁の項中
「

」
を保健師 主任保健師 主幹

「

」

に改め、同部島根女子短期大学の項中
主任保健師

保健師

企画員

主任保健師

企画幹

「

」
を

「

」

に改め、同部隠
主任看護師

看護師

企画員

主任看護師

企画幹
看護師 主任看護師 主幹

岐支庁（隠岐保健所）の項及び保健所の項中

「

」

を
保健師 主任保健師 課長

主幹

「

」

に改め、同部保健環境科学研究所の項中
主任保健師

保健師

企画員

主任保健師

課長

企画幹

「

」
を
「

」
に改め、同部中央病院の項中主幹 企画員 企画幹

「

を

助産師

看護師

准看護師

看護師長

副看護師長

主任助産師

主任看護師

看護師長

副看護師長

主任助産師

主任看護師

看護局長

看護局次長

看護部長

看護局長
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会の部本庁の項中

察の部厚生課の項中

号外第��号 平成��年�月��日(��)

｣
準看護師主任

「

」

に改め、同部湖陵病院の項中

主任助産師

主任看護師

準看護師主任

助産師

看護師

准看護師

主任助産師

主任看護師

準看護師主任

看護師長

副看護師長

看護局長

看護局次長

看護部長

看護局長

「

」

を

保健師

助産師

看護師

准看護師

保健師

助産師

看護師

准看護師

看護師長

副看護師長

主任保健師

主任助産師

主任看護師

準看護師

主任

看護師長

主幹

副看護師長

主任保健師

主任助産師

主任看護師

看護局長

看護局次長

看護局長

「

」

に改め、同表中

保健師

看護師

准看護師

主任保健師

主任看護師

準看護師主任

保健師

看護師

准看護師

主任保健師

主任看護師

準看護師主任

看護師長

副看護師長

看護局長

看護局次長

看護局長

「

」

を

心と体の相談

センター

看護師 看護師 看護師長

副看護師

長

主任看護

師

看護師長

副看護師

長身体障害者授

産センター

さざなみ学園

こくぶ学園

「

」

に改め、同表教育委員

心と体の相談

センター

保健師

看護師

主任保健

師

主任看護

師

保健師

看護師

企画員

主任保健

師

主任看護

師

看護師長

副看護師

長

「

」
を

「

」

に改め、同表警
主任保健師

保健師

企画員

主任保健師

企画幹
保健師 主任保健師 主幹
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める。

備考の�中「行政職給料表級別職務分類表の�級の職、�級の職、�級の職若しくは��級の職、公安職給料表級別職務

分類表の�級の職若しくは�級の職、海事職給料表級別職務分類表の�級の職若しくは�級の職（各長を除く。）、研究

職給料表級別職務分類表の	級の職、医療職給料表�級別職務分類表の	級の職、�級の職若しくは
級の職又は医療職

給料表�級別職務分類表の	級の職若しくは�級」を「行政職給料表級別職務分類表の
級の職若しくは�級の職又は研

究職給料表級別職務分類表の	級」に、「定めるものは」を「特に認めるものは」に改め、「この場合において、行政職

給料表級別職務分類表の�級の職又は公安職給料表級別職務分類表の�級の職で�級上位の級とされたもののうち、特に

困難な業務を所掌するもの又は特に高度の知識若しくは経験を必要とするものとして人事委員会が認めるものは、さらに

�級上位の級とすることができる。」を削り、同備考の�中「福祉事務所、児童相談所の項の�級」を「
級」に、「��

級」を「�級」に改める。

� �

（施行期日等）

� この細則は、平成��年	月�日から施行する。

（経過措置）

� 平成��年	月�日（以下「施行日」という。）の前日から引き続き在職する職員で、施行日の前日に主幹又は主席林

業普及員の職にあった者については、当分の間、改正後の級別職務分類に関する細則（以下「改正後の細則」とい

う。）の定めにかかわらず、職員の給与に関する条例附則第�項の規定に基づき施行日の前日にあった級を切り替えた

級（以下「切替後の級」という。）に当該職のまま属することができるものとする。

� 施行日の前日から引き続き改正後の細則で定める職に在職することとなる職員で、その職が切替後の級よりも下位の

級と定められている場合には、当分の間、切替後の級のままでその職を取り扱うことができるものとする。

	 施行日の前日から引き続き在職する職員を施行日以後に改正後の細則で定める職に任用しようとする場合において、

その職が切替後の級よりも下位の級と定められている場合には、当分の間、切替後の級のままでその職を取り扱うこと

ができるものとする。

� 施行日の前日から引き続き在職する職員で、施行日以後に給料表の適用を異にする異動が行われたものであって、当

該異動を行った日にその職員に適用する職務の級 (以下「適用級」という。）よりも当該異動後の職が下位の級とされ

る場合には、当分の間、適用級に属したままでその職を取り扱うことができるものとする。

号外第�号 平成��年�月��日 (��)

「

」
を

「

」

に改め、同表の
主任保健師

保健師

主幹

主任保健師

副主査
保健師 主任保健師 主幹

共通の項中

「

」

を

「

」

に改

主任精神保健

福祉相談員

精神保健福祉

相談員

精神保健相談

専門員

主任精神保健

福祉相談員

精神保健福祉

相談員

主任精神保健

福祉相談員

副主査
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